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知
ら
な
い
間
に
、
あ
な
た
の
預

金
が
な
く
な
っ
て
い
た
ら
、
ど
う

し
ま
す
か
？
 

　
近
年
、
不
正
に
取
得
し
た
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
や
、
偽
造
し
た
カ
ー

ド
を
用
い
て
、
現
金
自
動
預
入
支

払
機
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）
か
ら
預
貯
金
が

引
き
出
さ
れ
る
被
害
が
多
数
発
生

し
て
い
ま
す
。
 

   　
金
融
庁
で
は
、
こ
う
し
た
偽
造

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
犯
罪
、
盗
難

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
犯
罪
等
に
よ

る
預
金
等
の
不
正
払
戻
し
等
の
被

害
に
つ
い
て
、
各
金
融
機
関
か
ら

の
報
告
を
基
に
被
害
発
生
状
況
等

を
取
り
ま
と
め
、
定
期
的
に
公
表

し
て
い
ま
す
（
詳
細
は
金
融
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ｗ
ｗ
ｗ
．
ｆ
ｓ
ａ
．
ｇ

ｏ
．
ｊ
ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）
。
 

　
平
成
19
年
９
月
に
取
り
ま
と
め
・

公
表
さ
れ
た
結
果
（
全
国
版
）
を

み
ま
す
と
、
依
然
と
し
て
、
偽
造
・

盗
難
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
犯
罪
が

多
数
発
生
（
図
１
・
２
参
照
）
し

て
い
ま
す
。
 

   　
沖
縄
県
内
に
お
い
て
も
、
平
成

18
年
度
以
降
10
件
（
被
害
金
額:

約
５
百
万
円
）
の
盗
難
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
に
よ
る
被
害
（
表
１
参
照
）

が
み
ら
れ
る
ほ
か
、
こ
れ
以
前
に

は
、
偽
造
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
に

よ
る
不
正
な
払
出
し
と
み
ら
れ
る

事
例
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
 

   　
こ
の
よ
う
に
偽
造
カ
ー
ド
等
を

用
い
て
現
金
自
動
預
入
支
払
機
（
Ａ

Ｔ
Ｍ
）
か
ら
預
貯
金
が
引
き
出
さ

れ
る
被
害
が
多
数
発
生
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
不
正
な
払

戻
し
等
か
ら
預
貯
金
者
を
保
護
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
18

年
２
月
10
日
よ
り
、
預
金
者
保
護

法
（
正
式
に
は
「
偽
造
カ
ー
ド
等

及
び
盗
難
カ
ー
ド
等
を
用
い
て
行

わ
れ
る
不
正
な
機
械
式
預
貯
金
払

戻
し
等
か
ら
の
預
貯
金
者
の
保
護

等
に
関
す
る
法
律
」
と
い
い
ま
す
）

が
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

　
こ
の
法
律
に
よ
り
、
偽
造
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
に
よ
る
被
害
は
、
預

貯
金
者
に
故
意
又
は
重
過
失
が
な

け
れ
ば
被
害
額
の
全
額
が
補
償
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

　
ま
た
、
盗
難
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
に
よ
る
被
害
に
つ
い
て
は
、
 

①
金
融
機
関
へ
の
速
や
か
な
通
知

（
30
日
以
内
）
、
 

②
金
融
機
関
へ
の
十
分
な
説
明
、
 

③
警
察
署
・
交
番
へ
の
届
出
、
 

こ
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
被

害
額
の
全
額
が
補
償
さ
れ
ま
す
。
 

（
但
し
、
預
貯
金
者
に
過
失
が
あ

る
場
合
に
は
補
償
額
が
被
害
額
の

４
分
の
３
に
減
額
さ
れ
る
ほ
か
、

故
意
又
は
重
過
失
が
あ
る
場
合
に

は
補
償
さ
れ
ま
せ
ん
。
）
　
　
 

　
盗
難
通
帳
に
よ
り
窓
口
で
引
き

出
さ
れ
た
場
合
は
、
預
金
者
保
護

法
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

万
が
一
の
盗
難
に
備
え
、
通
帳
と

口
座
開
設
時
に
使
用
し
た
印
鑑
は
別
々

に
保
管
す
る
な
ど
、
注
意
が
必
要

で
す
。
 

Ⅲ 
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預
金
者
保
護
法
に
よ
り
、
偽
造
・

盗
難
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
被
害
に

あ
わ
れ
た
方
々
の
う
ち
、
相
当
数

の
方
が
金
融
機
関
か
ら
補
償
を
受

け
て
い
る
一
方
で
、
預
貯
金
者
に

過
失
が
あ
っ
た
場
合
な
ど
全
て
の
ケ
ー

ス
で
１
０
０
％
の
補
償
が
受
け
ら

れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
 

　
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め

に
も
、
預
貯
金
者
の
皆
様
に
お
い

て
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
管

理
を
厳
格
に
行
う
と
と
も
に
、
類

推
さ
れ
に
く
い
暗
証
番
号
を
設
定

す
る
な
ど
、
十
分
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。
 

　
ま
た
、
金
融
機
関
に
お
い
て
は
、

被
害
額
を
抑
え
る
た
め
の
手
段
と

し
て
利
用
限
度
額
の
変
更
を
受
け

付
け
た
り
、
最
近
で
は
、
従
来
の

磁
気
ス
ト
ラ
イ
プ
型
よ
り
も
安
全

性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
Ｉ
Ｃ
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
発
行
す
る
県
内
金

融
機
関
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ

ら
金
融
機
関
の
サ
ー
ビ
ス
も
上
手

に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

  Ⅳ 被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
に 


